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境
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
を
確
立
す
る
」
と
水

域
を
ま
た
い
だ
管
理
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（
第
38
章
「
環
境
質
の
持
続
的
改
善
」）。

　

こ
の
こ
と
は
海
洋
に
関
す
る
章
で
も
同

様
で
、
33
章
第
２
節
で
は
「
沿
海
、
河
川

流
域
、
海
域
を
統
合
す
る
包
括
的
な
ガ
バ

ナ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
探
る
」、「
重

点
海
域
の
総
合
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
推
進
を
加

速
し
、
河
川
流
域
―
河
口
―
沿
岸
海
域
の

汚
染
を
防
止
、
管
理
す
る
た
め
の
連
携
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
、
美
し
い
海
湾
の
保

護
と
建
設
を
推
進
す
る
」
と
水
域
を
跨
い

だ
管
理
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
３
節
の
標
題
も
興
味
深
い
。

13
・
5
規
画
で
は
「
海
洋
権
益
の
保
護
」

で
あ
っ
た
の
が
、
14
・
5
規
画
で
は
「
グ

ロ
ー
バ
ル
な
海
洋
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
深
い
参

加
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
海
上
で

の
法
執
行
に
よ
り
海
洋
権
益
を
守
る
と
い
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中
国
に
お
け
る
海
洋
環
境
保
護
は
、
1
9
8
2
年
に
制
定
さ
れ
た
海
洋
環
境
保
護
法
（
最
終
改
正
は
2
0
1
7
年
）
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
13
年

に
設
立
さ
れ
た
国
家
海
洋
局
が
主
導
し
て
き
た
が
、
18
年
３
月
の
国
務
院
の
機
構
改
革
に
よ
り
、
環
境
保
護
部
を
改
組
し
た
生
態
環
境
部
に
職
責

が
移
管
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
第
14
次
五
カ
年
規
画
が
制
定
さ
れ
た
21
年
３
月
以
降
の
海
洋
環
境
保
護
政
策
の
動
向
を
俯
瞰
す
る
。

国
民
経
済
と
社
会
発
展
の
　

五
カ
年
規
画

　

21
年
３
月
、「
国
民
経
済
と
社
会

発
展
の
第
14
次
五
カ
年
規
画
及
び

2
0
3
5
年
ま
で
の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
目

標
」（
以
後
は
14
・
5
規
画
と
表
記
）

が
公
表
さ
れ
た
。

　

海
洋
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
第

33
章
「
海
洋
経
済
発
展
の
た
め
の
空
間

の
積
極
的
拡
大
」
に
計
３
節
で
示
さ
れ

て
い
る
。
16
年
３
月
に
公
表
さ
れ
た
第

13
次
五
カ
年
規
画
（
以
後
は
13
・
5

規
画
）
で
も
、
海
洋
に
関
し
て
は
第
41

章
「
ブ
ル
ー
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
空
間
の

拡
大
」
に
計
３
節
、
字
数
も
ほ
ぼ
同
じ

程
度
（
約
7
0
0
字
強
）
で
記
述
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
規
画
全
体
で
は

13
・
5
規
画
が
全
20
篇
80
章
（
本
文

約
8
万
２
０
０
０
字
）
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
14
・
5
規
画
は
全
19
篇
65
章
（
本

文
約
6
万
２
０
０
０
字
）
と
分
量
が
減
っ

て
お
り
、
比
重
的
に
は
海
洋
政
策
が
重
視

さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

海
洋
環
境
保
全
に
関
し
て
は
、
環
境
政

策
に
関
す
る
章
で
も
記
述
が
あ
り
、
13
・

5
規
画
で
は
「
重
点
流
域
、
海
域
の
総
合

整
備
を
強
化
し
、
良
好
な
水
体
お
よ
び
飲

用
水
源
を
厳
格
に
保
護
」
す
る
と
し
て
い

る
（
第
44
章
「
環
境
総
合
整
備
の
拡
大
」）。

こ
れ
に
対
し
て
14
・
5
規
画
で
は
、
国
土

資
源
部
、
水
利
部
、
国
家
海
洋
局
な
ど
に

分
散
し
て
い
た
水
環
境
政
策
が
生
態
環
境

部
に
集
約
化
さ
れ
た
た
め
、「
水
質
汚
染

防
止
流
域
協
同
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
改
善
し
、

重
点
河
川
流
域
、
重
点
湖
、
都
市
の
水
域
、

近
岸
水
域
の
包
括
的
管
理
を
強
化
」、「
地

上
と
地
下
、
陸
と
海
を
統
合
す
る
生
態
環

う
「
守
り
の
政
策
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国

際
的
な
ル
ー
ル
作
り
に
積
極
的
に
関
与
す

る
こ
と
で
自
国
の
主
張
を
浸
透
さ
せ
る
と

い
う
「
攻
め
の
政
策
」
を
重
視
し
て
き
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

同
節
で
は
環
境
分
野
に
関
し
て
も
「
海

洋
環
境
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
保
護
、
科
学

研
究
、
海
上
捜
索
救
助
な
ど
の
分
野
で
沿

岸
国
と
の
実
務
協
力
を
深
め
、
深
海
の
戦

略
的
資
源
と
生
物
多
様
性
の
調
査
と
評
価

を
強
化
す
る
」
と
あ
り
、
今
後
、
環
境
保

全
の
名
の
下
で
の
国
際
協
力
や
海
洋
調
査

活
動
が
活
発
化
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る

（
図
表
１
）。

第
14
次
五
カ
年
海
洋
生
態
環
境

保
護
規
画

　

22
年
１
月
、
生
態
環
境
部
は
国
家
発

展
改
革
委
員
会
、
自
然
資
源
部
、
交
通



アジアの海原 その可能性と現実アジアの海原 その可能性と現実

国
の
海
洋
環
境
保
護
に
つ
い
て
は
13
・
5

規
画
以
降
に
お
い
て
顕
著
な
成
果
を
上
げ

て
き
た
が
、
海
洋
環
境
汚
染
、
生
態
劣
化

の
問
題
は
依
然
と
し
て
顕
著
で
あ
り
、
海

洋
生
態
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
が
遅
れ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
図
表
２
、３
）。

　

ま
た
、
海
洋
環
境
の
品
質
の
持
続
的
改
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運
輸
部
、
農
業
農
村
部
、
中
国
海
警
局

と
共
に
「
第
14
次
五
カ
年
海
洋
生
態
環

境
保
護
規
画
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
中

国
が
海
洋
環
境
保
護
政
策
に
関
し
て
初
め

て
総
合
的
に
策
定
し
た
五
カ
年
規
画
と
な

る
。

　

規
画
は
全
11
章
35
節
で
構
成
さ
れ
、
中

善
、海
洋
生
態
系
の
実
効
あ
る
修
復
保
護
、

美
し
い
海
湾
建
設
の
着
実
な
推
進
、
海
洋

生
態
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
不
断
の
向
上
を
目
標

に
挙
げ
て
、
25
年
に
向
け
た
主
要
指
標
を

示
し
て
い
る
（
図
表
４
）。

　

さ
ら
に
規
画
に
は
、
広
範
な
施
策
が
示

さ
れ
て
い
る
。そ
の
幾
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。

（
１
）
水
質

　

本
規
画
で
も
国
民
経
済
と
社
会
発
展
の

14
・
5
規
画
と
同
様
に
、「
陸
と
海
が
一

体
と
な
っ
た
健
全
な
生
態
環
境
管
理
シ
ス

テ
ム
の
構
築
」
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い

る
。
第
３
章
の
「
精
緻
な
汚
染
防
止
の
強

第13次5カ年規画（2016年3月） 第14次5カ年規画（2021年3月）

第41章 ブルーエコノミクスの空間の拡大
陸海の統合を堅持し、海洋経済を発展させ、海洋資源を科学的に開発し、海洋生態環境を保
護し、海洋権益を守り、海洋強国を建設する。

第33章 海洋経済発展のための空間の積極的拡大
陸と海の統合、人と海の和諧、双方にメリットのある協力を堅持し、海洋生態保護、海洋経済
発展及び海洋権益維持を協同して推進し、海洋峡谷の構築を加速します。

第1節海洋経済の発展
海洋産業構造の最適化、遠洋漁業の発展、海水淡水化の大規模な応用の促進、海洋生物医
薬、海洋機器製造業などの産業発展を支援し、海洋サービス産業の発展を加速させる。深海、
グリーン、安全な海洋ハイテクノロジー分野のブレークスルーを重点として、海洋科学技術を発
展させる。スマート海洋工学の構築を推進する。海や島の資源を市場原理で配分するイノベー
ションを起こす。山東、浙江、広東、福建、天津などで全国海洋経済発展試験区の建設を深め、
海南で南シナ海の資源を活用した特色ある海洋経済の発展を支援し、青島ブルーバレーなどの
海洋経済開発モデル区を建設する。

第1節 現代の海洋産業システムの構築
海洋工学、海洋資源、海洋環境などの分野で、いくつかの主要な核心技術を突破する。海洋工
学機器及び海洋生物医薬産業を育成、拡大し、海水淡水化及び海洋エネルギーの大規模利用
を推進し、海洋文化観光開発のレベルを向上させる。近海のグリーン養殖のレイアウトを最適化
し、海洋牧場を建設し、持続可能な遠洋漁業を発展させる。いくつかの高品質な海洋経済開発
実証モデル区と特色のある海洋産業クラスターを構築し、北部、東部、南部の3大海洋経済圏
の発展レベルを包括的に改善する。沿岸経済帯に支えられ、近隣諸国との海事協力を深化さ
せる。

第2節 海洋資源と環境保護の強化
海洋生態系に基づく基礎的総合管理の実施を深化させ、海洋主体機能区の建設を推進し、沿
岸海域の空間レイアウトを最適化し、開発強度を科学的に制御する。海洋埋め立ての規模を厳
しく管理し、海岸帯の保護と修復を強化し、自然海岸線を35％以上に維持する。 漁獲強度を
厳しく管理し、休漁制度を実施する。海洋資源の探査と開発を強化し、極地や海洋での科学研
究を行う。陸源汚染物の海洋への排出基準と排出汚染総量抑制制度を実施し、海洋資源と環
境の許容力に関する早期警告メカニズムを確立する。海洋生態レッドライン制度を確立し、「南
紅北柳」湿地復元プロジェクトと「生態島嶼礁」プロジェクトを実施し、海洋希少種の保護を強化
する。海洋気候変動に関する研究を強化し、海洋災害のモニタリング、リスク評価、防災減災能
力を向上させ、海上災害救援戦略を強化し、海洋での突発的な環境事故に対する緊急対応能
力を向上させる。海洋査察制度を実施し、海洋査察の常態化を実施する。

第2節 持続可能な海洋生態環境の創造
沿海、河川流域、海域を統合する包括的なガバナンスシステムの確立を探る。海洋埋め立てを
厳密に管理し、海岸帯総合管理と沿岸湿地保護を強化する。海へ流入する汚染物質排出総量
抑制の範囲を拡大し、海に流入する河川の水質を確保する。重点海域の総合ガバナンスの推
進を加速し、河川流域—河口—沿岸海域の汚染を防止、管理するための連携メカニズムを構
築し、美しい海湾の保護と建設を推進する。海洋への油流出や危険化学品の漏出などの重大
環境リスクを防止し、海洋自然災害や突発的な環境事件への対応能力を向上させる。海岸線
の保護、海域と無人島の有償使用制度を改善し、海岸建設撤退線制度と海洋生態環境損害
賠償制度を探索し、自然海岸線の保持率は35％以上とする。

第3節 海洋権益の保護
領土主権と海洋権益を効果的に保護する。海上法執行機関の能力建設を強化し、海事関連問
題の歴史的及び法的研究を深め、各種手段を総合的に用いて、国家の海洋権益を保護、拡大
し、海洋侵害行為に適切に対応し、管轄海域における海上航行の自由とシーレーンの安全を維
持する。国際及び地域の海洋秩序の確立と維持に積極的に参加し、海洋問題に関する近隣諸
国との対話と協力のメカニズムを改善し、海上実務協力を推進する。海事関連業務の調整メカ
ニズムをさらに改善し、海洋戦略の頂層設計を強化し、海洋基本法を制定する。

第3節 グローバルな海洋ガバナンスへの深い参加
ブルーパートナーシップを積極的に発展させ、国際海洋ガバナンスメカニズム及び関連規則の制
定と実施に深く参加し、公正かつ合理的な国際海洋秩序の構築を推進し、海洋運命共同体の
構築を促進する。海洋環境のモニタリングと保護、科学研究、海上捜索救助などの分野で沿岸
国との実務協力を深め、深海の戦略的資源と生物多様性の調査と評価を強化する。北極圏で
の実務協力に参加し、「氷上シルクロード」を建設する。南極の保護と利用に参加し、能力を向
上させる。状況調査と判断、リスク防止、法的闘争を強化し、海事司法建設を強化し、国家海
洋権益を断固として保護する。海洋基本法の立法を整然と進める。
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一、計画背景 1．業務の基礎、2．挑戦すべき課題、3．重要な意義

二、総体要求 4．指導思想、5．基本原則、6．目標、指標、7．総体的レイアウト

三、精緻な汚染防止の強化、沿岸海域の環境品質
を持続的改善

8．陸域から海域へ流入する汚染物ガバナンスの深化、9．海洋汚染の分類と浄化の強化、
10．海洋プラスチックごみのガバナンスの推進、11．重点海域の総合的ガバナンスに向けた攻堅戦の深化

四、保護と修復による海洋生態系の品質と安定性の
向上

12．海洋生態系と生物多様性の保護、13．海洋生態系の修復、14．海洋生態系保護、修復の監督管理強化 、
15．海洋生態の早期警戒とモニタリングシステムの改善

五、環境リスク予防、突発的な海洋環境事件と生態
系災害への効果的対応

16．突発的な海洋環境事件のリスク予防、17．突発的な海洋環境事件と生態系災害に対する緊急対応システムの改善、
18．海洋生態環境損害賠償制度の改善

六、総合的ガバナンスの堅持、美しい海湾の建設と
長期的監督管理の推進

19．海湾生態環境の総合的ガバナンスの推進、20．公衆親海の環境品質の向上、21．美しい海湾実証モデルの強化、先導

七、コベネフィット効果の強化、海洋の気候変動対応
の能力向上

22．海洋の気候変動対応モニタリングと評価の強化、23．海洋生態環境保全と気候変動対応とのコベネフィット効果の促進

八、陸と海の統合深化、健全な海洋生態環境ガバナ
ンスシステムの確立

24．海洋生態系と環境保護に関する責任体制の改善、25．陸と海を統合した生態環境ガバナンス制度の構築強化、
26．海洋生態環境法執行の監督管理と査察の深化

九、基礎的支援強化、海洋生態環境ガバナンスの着
実な増強

27．海洋生態系環境の基礎状況調査の実施、28．海洋生態環境ガバナンスのためのキーテクノロジーの革新と開発、
29．海洋生態環境監督管理の基礎能力構築の強化

十、国際協力の深化、グローバルな海洋生態環境ガ
バナンスへの積極的参画

30．海洋生態環境に関する国際条約の適切な履行、31．多国間、二国間及び地域間の海洋生態環境保全協力の推進、
32．中国の経験と知恵のグローバルな共有の強化

十一、組織的な保障措置 33．組織のリーダーシップ強化、責任分担の実施、34．チャネルの積極的拡大、投資保障の強化、
35．スケジュール評価の強化、厳密な監督考課

図表1　第14次五カ年規画における海洋政策の記述

（出所）国民経済と社会発展の第 13 次五カ年規画、国民経済と社会発展の第 14 次五カ年規画および 2035 年までの
長期ビジョン目標

図表２　中国の沿岸海域の水質の推移

（出所）中国生態環境状況公報、中国海洋生態環境状況公報より筆者作成

図表３　第14次五カ年海洋生態環境保護規画の構成

（出所）第 14 次五カ年海洋生態環境保護規画
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化
、
沿
岸
海
域
の
環
境
品
質
の
持
続
的
改

善
」
で
は
、
８
節
「
陸
域
か
ら
海
域
へ
流

入
す
る
汚
染
物
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
深
化
」
に

お
い
て
、
海
域
へ
の
汚
染
排
出
口
の
全
面

的
な
調
査
と
対
策
に
言
及
し
て
い
る
。
25

年
末
ま
で
に
沿
岸
海
域
の
調
査
と
重
点
海

湾
で
の
対
策
を
基
本
的
に
完
成
さ
せ
る
こ

と
と
し
、
海
域
へ
流
入
す
る
河
川
の
持
続

的
な
水
質
改
善
は
、
主
に
遼
東
湾
（
渤
海

北
部
）、
莱
州
湾
（
渤
海
南
岸
）、
杭
州
湾

（
上
海
〜
浙
江
省
）、
象
山
港
（
浙
江
省
）、

汕
頭
湾
（
広
東
省
）、
湛
江
港
（
広
東
省
）

な
ど
の
劣
Ⅳ
類
の
水
質
の
海
湾
に
対
し
て

実
施
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
25
年
末

ま
で
に
重
点
海
域
へ
流
入
す
る
省
レ
ベ
ル

以
上
が
管
理
す
る
河
川
と
、
そ
の
他
の
海

域
へ
流
入
す
る
国
が
管
理
す
る
河
川
に
対

し
て
も
、
劣
Ⅴ
類
の
水
質
を
除
去
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

　

陸
域
対
策
に
つ
い
て
は
、
22
年
１
月
に

国
務
院
弁
公
室
が
「
河
川
、
海
へ
の
汚
染

排
出
口
の
監
督
管
理
業
務
の
強
化
に
関
す

る
意
見
」（
国
弁
函
〔
2
0
2
2
〕
17
号
）

を
発
表
し
た
。
意
見
で
は
「
23
年
末
ま
で

に
、
長
江
、
黄
河
、
淮
河
、
海
河
、
珠

江
、
松
遼
、
太
湖
流
域
（
７
流
域
）
の
本

流
と
重
要
支
流
、
重
点
湖
沼
、
重
点
海

湾
へ
の
汚
染
排
出
口
調
査
を
完
了
し
、
長

江
、
黄
河
の
本
流
お
よ
び
重
要
支
流
、
渤

海
海
域
の
汚
染
排
出
口
の
整
理
を
推
進
す

る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
、「
25
年
末
ま

で
に
、
７
流
域
、
沿
岸
海
域
内
の
全
て
の

汚
染
排
出
口
の
調
査
を
完
了
し
、
７
流
域

の
本
流
お
よ
び
重
要
支
流
、
重
点
湖
沼
、

重
点
海
湾
に
お
け
る
汚
染
排
出
口
の
整
理

を
基
本
的
に
完
了
し
、
よ
り
完
全
な
法
規

シ
ス
テ
ム
、
よ
り
科
学
的
な
技
術
シ
ス
テ

ム
、
よ
り
効
率
的
な
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
汚
染
排
出
口
の
監
督
、
管
理
制
度
シ
ス

テ
ム
を
構
築
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　

国
土
の
広
い
中
国
に
お
い
て
、
河
川
や

海
へ
流
入
す
る
汚
染
排
出
口
を
管
理
す
る

と
い
う
の
は
、
口
で
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は

な
い
。
19
年
に
生
態
環
境
部
が
現
地
踏

査
や
専
門
家
検
証
、
ド
ロ
ー
ン
な
ど
を
駆

使
し
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
長
江
へ
の
汚

染
排
出
口
は
約
６
万
カ
所
、
渤
海
へ
の
汚

染
排
出
口
は
約
1
万
９
０
０
０
カ
所
で

あ
っ
た
。
本
調
査
以
前
で
は
、
汚
染
排
出

口
は
そ
れ
ぞ
れ
約
2
0
0
0
カ
所
、
約

8
0
0
カ
所
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

に
汚
染
排
出
口
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
汚
染
排
出
口
が
見
つ
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
管
理
責
任
者
を
特
定
す

る
こ
と
に
も
難
し
さ
が
あ
る
。

　

今
回
の
国
務
院
通
知
は
、
中
央
お
よ
び

地
方
政
府
部
門
の
業
務
や
責
任
分
担
を
明

確
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
汚
染
源
の
特
定

と
管
理
の
強
化
が
よ
り
一
層
進
む
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。 

（
２
）
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

　

第
３
章
10
節
に
は
「
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ご
み
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
推
進
」
が
示
さ

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
海
洋
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
と
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
実
施
。
河
川
と
海

の
両
方
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
対
策
を
強

化
し
、
湾
、
河
口
、
海
岸
な
ど
の
区
域
で

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
特
別
清
掃
を
実

施
。沿
岸
の
都
市
や
県
で
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ご
み
の
長
期
的
な
清
掃
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

確
立
を
推
進
し
、
重
点
海
浜
区
域
か
ら
明

確
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
が
出
な
い
よ
う

に
す
る
。
海
水
浴
場
な
ど
に
ご
み
収
集
施

設
を
増
設
し
、
ご
み
の
清
掃
頻
度
を
上
げ

（出所）海上保安庁公表資料より筆者作成

番号 指標 2020年 2025年
1 沿岸海域良好（一、二類）水質比率 77.4％ 約79％
2 国管理河川の海への流入部における劣五類水質比率 0.5％ 基本消滅
3 自然海岸線保存率 35％ ＞35％
4 修復された海岸線の長さ ｰ ≧400km
5 修復された沿岸湿地面積 ｰ ≧2万ha
6 美しい海湾建設の推進数 - 約50カ所

生態環境部

海岸部の清掃

市場監管総局

製造・販売禁
止製品の監督
検査

住宅建設部

家庭ごみ分別
における廃プ
ラの分別収集
処理、ごみ回
収場所の清掃

農業農村部

農業用フィル
ムの処理促進、
農地に遺棄さ
れた農業用マ
ルチの清掃

文化観光部

景勝地、外食
産業でのプラ
使用、外食
サービスの監
督管理

商務部

小売店、市場、
eコマース等へ
の監督管理

工業情報部

製造・販売禁
止製品製造企
業の生産調整
の指導

国家発展改革委員会、生態環境部

全体計画策定、各部門の共同監督・検査

固体廃棄物環境汚染防止法

2020年4月29日改正法公布、9月1日施行

• 2020年1月16日「プラスチック汚染管理のさらなる強化に関する意見」発改環資〔2020〕80号：2020年末、2022年末、2025年末の3段階
で一部のプラスチック製品の生産、販売、使用禁止、プラスチック製品の生産、流通、消費、回収処分の管理等を実施

• 2020年7月10日「プラスチック汚染管理業務の着実な推進に関する通知」発改弁環資〔2020〕1146号：中央及び地方政府の分掌指示

• 2020年7月3日「農業用薄膜管理弁法」農業農村部、工業情報部、生態環境部、市場監管総局〔2020〕

• 2020年11月27日「商業領域の使い捨てプラスチック製品使用、回収報告弁法（試行）」商務部〔2020〕第61号

省市自治区

2020年8月中旬までに市・県級都市の実情を踏まえた実施計画公布

図表４　第14次五カ年海洋生態環境保護規画の主要指標

（出所）第 14 次五カ年海洋生態環境保護規画

図表5　中国におけるプラスチック汚染管理業務体制

（出所）公開情報より筆者作成
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る
。
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
と
マ
イ
ク
ロ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
汚
染
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
、
防
止
技
術
等
に
関
す
る
研
究

を
組
織
す
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。

　

中
国
に
お
け
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
に
つ

い
て
は
、
20
年
以
降
、
国
家
発
展
改
革
委

員
会
と
生
態
環
境
部
が
主
導
し
、
中
央
お

よ
び
地
方
政
府
が
分
担
し
た
管
理
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。
生
態
環
境
部
は
全
体

計
画
の
策
定
や
各
部
門
の
監
督
を
行
い
つ

つ
、
自
ら
も
海
岸
部
の
清
掃
業
務
を
担
当

し
て
お
り
、
本
規
画
で
改
め
て
自
ら
の
取

り
組
み
を
規
定
し
て
い
る
（
図
表
５
）。

（
３
）
気
候
変
動

　

20
年
９
月
、
習
近
平
国
家
主
席
は
国

連
総
会
の
一
般
演
説
で
、
30
年
よ
り
前
に

二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
さ

せ
、
60
年
よ
り
前
に
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
を
実
現
さ
せ
る
と
の
目
標
を
発
表
し

た
。
現
下
の
中
国
に
お
い
て
気
候
変
動
対

策
は
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

本
規
画
で
も
気
候
変
動
に
関
し
て
、
第

７
章
「
コ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
効
果
の
強
化
、
海

洋
の
気
候
変
動
対
応
の
能
力
向
上
」
を
設

け
て
い
る
。
22
節
「
海
洋
の
気
候
変
動
対

応
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
の
強
化
」
で
は
、

海
洋
の
二
酸
化
炭
素
の
放
出
お
よ
び
吸
収

量
、
海
洋
酸
性
化
に
よ
る
珊
瑚
礁
や
貝
類

へ
の
影
響
な
ど
、
気
候
変
動
に
よ
る
海
洋

生
態
系
の
環
境
リ
ス
ク
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

と
評
価
を
行
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
23
節
「
海
洋
生
態
環
境
保
全
と

気
候
変
動
対
応
と
の
コ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
効
果

の
促
進
」
で
は
、
海
上
石
油
生
産
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
へ
陸
上
か
ら
電
力
供
給
を
行

う
こ
と
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
段

階
的
削
減
、
海
浜
湿
地
の
総
合
管
理
強
化

や
二
酸
化
炭
素
の
海
底
貯
留
な
ど
、
海
洋

吸
収
源
を
増
や
す
新
し
い
方
策
の
研
究
を

行
う
と
し
て
い
る
。

（
４
）
調
査
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　

第
９
章
「
基
礎
的
支
援
強
化
、
海
洋

生
態
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
着
実
な
増
強
」

の
27
節
「
海
洋
生
態
系
環
境
の
基
礎
状

況
調
査
の
実
施
」
で
は
、
第
三
次
全
国

海
洋
汚
染
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
を
行
い
、

25
年
末
ま
で
に
基
本
的
に
完
了
さ
せ
る

と
し
て
い
る
。
全
国
海
洋
汚
染
ベ
ー
ス
ラ

イ
ン
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
調
査
が

1
9
7
5
年
（
〜
86
年
ま
で
）、
第
二
次

調
査
が
96
年
（
〜
2
0
0
2
年
ま
で
）

に
行
わ
れ
て
お
り
、
今
回
が
四
半
世
紀
ぶ

り
の
調
査
と
な
る
。

　

ま
た
、
14
・
5
規
画
で
新
汚
染
物
（
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
内
分
泌
か
く
乱

物
質
、
抗
生
物
質
、
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
）

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、

こ
こ
で
も
本
調
査
に
併
せ
、
新
汚
染
物
の

海
洋
環
境
中
に
お
け
る
分
布
状
況
と
環
境

リ
ス
ク
を
把
握
す
る
と
し
て
い
る
。
29
節

「
海
洋
生
態
環
境
監
督
管
理
の
基
礎
能
力

構
築
の
強
化
」
で
は
、25
年
末
ま
で
に
「
す

べ
て
の
沿
海
省
（
自
治
区
、
直
轄
市
）
に

海
洋
生
態
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
船
を
必
要

に
応
じ
て
設
置
」
し
、「
海
洋
生
態
要
素

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
内
容
お
よ
び
指
標
体
系

を
基
本
整
備
」
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

海
洋
温
室
効
果
ガ
ス
、
海
洋
マ
イ
ク
ロ
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
、
海
洋
新
汚
染
物
、
海
洋
酸

性
化
、
海
洋
貧
酸
素
、
海
洋
放
射
能
な
ど

の
特
別
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も
実
施
す
る
。

重
点
海
域
総
合
ガ
バ
ナ
ン
ス
　

攻
堅
戦
行
動
方
案

　

第
14
次
五
カ
年
海
洋
環
境
保
護
規
画

と
同
じ
22
年
1
月
、
生
態
環
境
部
は
国
家

発
展
改
革
委
員
会
、
自
然
資
源
部
、
住

宅
都
市
建
設
部
、
交
通
運
輸
部
、
農
業

農
村
部
、
中
国
海
警
局
と
共
に
「
重
点
海

域
総
合
ガ
バ
ナ
ン
ス
攻
堅
戦
行
動
方
案
」

を
公
表
し
た
。

  

行
動
方
案
は
、
渤
海
（
沿
岸
都
市
：

天
津
、遼
寧
省
大
連
、営
口
、盤
錦
、錦
州
、

胡
蘆
島
、
河
北
省
秦
皇
島
、
唐
山
、
滄
州
、

山
東
省
濱
州
、
東
営
、
濰
坊
、
煙
台
）、

長
江
河
口
〜
杭
州
湾
（
沿
岸
都
市
：
上

海
、
江
蘇
省
南
通
、
浙
江
省
嘉
興
、
杭
州
、

紹
興
、
寧
波
、
舟
山
）、
珠
江
河
口
隣
接

水
域
（
沿
岸
都
市
：
広
東
省
深
圳
、東
莞
、

広
州
、中
山
、珠
海
、江
門
）
を
対
象
と
し
、

３
つ
の
海
域
で
良
好
な
水
質
（
Ⅰ
お
よ
び

Ⅱ
類
）
が
25
年
ま
で
に
20
年
比
で
２
％
上

昇
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
方
案
も
陸
と
海
の
一
体
的
管
理
を

強
調
し
て
お
り
、
海
へ
流
入
す
る
汚
染
排

出
口
の
調
査
、
是
正
や
河
川
の
水
質
改
善

な
ど
の
措
置
を
取
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
沿

岸
都
市
に
お
け
る
公
害
防
止
対
策
と
し
て
、

全
て
の
窒
素
の
排
出
管
理
の
強
化
、
下
水

道
網
の
整
備
を
行
い
、
25
年
に
は
沿
岸
都

市
の
生
活
排
水
の
集
中
収
集
率
を
70
％
以

上
、
県
レ
ベ
ル
の
汚
水
処
理
率
を
95
％
以

上
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
政
策
の
ほ

か
に
も
、
22
年
１
月
に
生
態
環
境
部
と
農

業
農
村
部
が
公
表
し
た
「
海
水
養
殖
の

生
態
環
境
監
督
管
理
の
強
化
に
関
す
る
意

見
」
や
、
生
物
多
様
性
の
観
点
で
の
取
り

組
み
、
海
岸
の
修
復
保
護
や
美
し
い
海
湾

建
設
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
取
り
組
み
が
進

行
し
て
い
る
。
近
年
、
中
国
で
は
環
境
規

制
の
厳
格
化
、
環
境
査
察
の
実
施
に
よ
り

日
系
企
業
の
事
業
環
境
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
が
、
今
後
も
海
洋
環
境
保

護
政
策
の
強
化
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
対
応

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。


